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（目的） 

第１条 この条例は、豊島区立の小学校、中学校等に在籍している児童生徒の保護者に対し、学校給食費

について補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を推進す

ることを目的とする。 

 

 (用語の定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 区立学校 豊島区立の小学校、中学校をいう。 

（2） 児童生徒 区立学校又はそれ以外の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒をいう。 

（3） 未就学児 小学校就学の始期に達するまでの子どもをいう。 

（4） 保護者 児童生徒及び未就学児を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。 

（5） 学校給食費 学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 11 条第 2 項に規定する学校給食費をい

う。 

（6） 第 1 子 最年長の児童生徒をいう（当該児童生徒が 2 人以上ある場合は、いずれか一人の児童

生徒とし、それ以外の児童生徒はその次に年長の児童生徒に加える。第 7 号について同じ。） 

（7） 第 2 子 第 1 子の次に年長の児童生徒又は未就学児をいう。 

（8） 第 3 子以降 第 1 子及び第 2 子以外の児童生徒又は未就学児をいう。 

 

 （対象者） 

第 3 条 この条例による補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。ただし、豊島区長（以下「区長」とい

う。）が対象者として適当でないと認めるときは、この限りでない。 

（1） 生計を一にする児童生徒又は未就学児が 3 人以上ある保護者であること。 

（2） 保護者、児童生徒及び未就学児が豊島区内に住所を有すること。 

（3） 学校給食費を滞納していない保護者であること。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第 4 条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、児童生徒及び未就学児のうち、

第 3 子以降の児童生徒に係る学校給食費とする。ただし、第 3 子以降の児童生徒に区立学校以外の小

学校若しくは中学校に在籍する児童生徒がいるとき、又は第 3 子以降が未就学児の場合は、第 2 子の

児童生徒に係る学校給食費とする。 

２ 前項ただし書の場合において、第 2 子の児童生徒が区立学校以外の小学校又は中学校に在籍すると

き、又は第 2 子が未就学児の場合は、第 1 子の児童生徒に係る学校給食費を補助対象経費とする。 

３ 補助金の額は、補助対象経費に係る額とする。ただし、別表に定める額を限度とする。 

４ 対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、

前項の補助金の額から当該給付金額を除くものとする。 

 



 （補助金の交付申請） 

第 5 条 補助金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、年度毎に、豊島区学校給

食費補助金交付申請書(兼同意書・委任状・支払金口座振替依頼書)（以下「申請書」という。）により

区長に申請をしなければならない。 

２ 前項の場合において、申請者は、申請書により補助金の申請の権限を豊島区教育委員会教育部長に

委任し、学校給食費の実績額及び納付状況の区長への報告の権限を区立学校の学校長に委任するもの

とする。 

 

 （補助金の交付決定） 

第 6 条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を受けることが適

当と認められるときは豊島区学校給食費補助金交付決定通知書により、不適当と認められるときは豊

島区学校給食費補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。 

 

 （補助金交付） 

第 7 条 区長は、各学期終了時に、第 5 条第 2 項の規定により委任を受けた学校長からの、前条の規定

により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）に係る学校給食費の実績額及

び納付状況の報告の内容を審査し、各学期分の補助金の額を確定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、豊島区学校給食費補助金交付額確定通知

書により当該交付決定者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

 （交付決定の取り消し） 

第 8 条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を全

部又は一部取り消すことができる。 

（1） 対象者に該当しなくなったとき。 

（2） 第 4 条第 4 項に定める国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を

受けたとき。 

（3） 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、豊島区学校給食費補助金交付決定取消通知

書により交付決定者に通知しなければならない。 

 

 （補助金の返還） 

第 9 条 区長は、前条第 1 項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に既に

交付している補助金の全部又は一部を返還させなければならない。 

 

 （委任） 

第 10 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。 

 

 附 則 

この条例は、2021 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

 

別表 (第 4 条関係) 

対象 月額 年額 

小学校 １・２年生 ４，３００円 ４７，３００円 

    ３・４年生 ４，６００円 ５０，６００円 

    ５・６年生 ５，０００円  ５５，０００円 

中学校      全学年 ５，４００円 ５９，４００円 

 

 

（説明） 

第３子以降の子に係る給食費を補助し、多子世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援に資するため、提案

します。 


